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財政学のアプローチ
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エビデンスとロジック・・

 エビデンス＝個々の事例に留まらず、実態の全体像を掴む
 例：青少年の犯罪は凶悪化？
 事例＝メディアでは度々青少年の犯罪事件が取り上げられる⇒世間の注目を集めやすい
 エビデンス＝データ（統計）で見ると青少年の犯罪件数が増えているわけではない・・・

⇒印象と実態が一致しているわけではない

 ロジック＝願望（こうあって欲しい）や希望的観測ではなく、論理的・客観的に考える
 「温かい心と冷めた頭」（アルフレッド・マーシャル）
 どのように論理性・客観性を担保するか？⇒（経済・ロジック）モデルの構築
 モデル＝誰が解いても同じ答え・・⇒主観性の排除
 経済学では数式を多用＝客観性の確保のため
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参考：少年犯罪の推移4

出所：警察庁「少年非行情勢」（平成27年）



参考：誰が貧しいか？

 通念＝貧しいのは高齢者？

 実際＝若年世代が「弱者」に・・・

 要因は？

 雇用の流動化・賃金の低迷

 老老移転＝高齢者から高齢者への相続

 新しい再分配の形

 年齢だけでは測れない負担能力

⇒年齢から能力別へ・・

 若い人の光を当てた税制・社会保障
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出所：平成26年全国消費実態調査 （総世帯）



参考：若年層の貧困
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出所：政府税制調査会



参考：ＥＢＰＭの推進

従前の行
政

理念優先＝目的が正しければ結果は
問わない
法令偏重＝法律・条令の従う限り問
題視しない
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実態（＝エビデンス）に基づく政策
形成と見直し（ＰＤＣＡサイクル）



経験から知識へ

 我が国は「経験偏重」⇒実務経験・年長者の経験への過大
な信頼

 経験は特定の経済・社会環境の下で実現
 60年代の高度成長
 Japan as No.1 ⇒過去の成功

 新たな経済・社会環境に必ずしも適用できない
 経済のグローバル化（新興国の興隆）
 社会の少子高齢化 ⇒ 「日本経済はもはや一流ではな
い」という現実

 経験を知識に転換、知識を経験に活用する
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経済モデル
インプット 経験・情報
アプトプッ
ト

知見・理解

生産関数 論理的思考＝エビデンスと
ロジック



経済学で考える

 No Free Lunch ＝機会コスト
 子どもの医療費の無料化？⇒他の誰かが負担している
 補助金（公費）の原資は税金！
 政策の目的と結果は異なる⇒建前・意図≠帰結
 高い「理念」は政策・制度を肯定しない⇒成果に基づく評価が不可欠
 例：格差是正、世代間の助け合い・・・
 経済学は成果主義＝評価の視点

 目的は政策手段を正当化しない⇒所定の目的を達成する上でもっとも効果的・効率
的な政策手段を選択（「次善理論」）

 政策が誤るのは目的よりも選択する手段
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経済学は難しい？

 難しいのは「経済学」ではなく「経済」である

 分かりやすい主張が正しい主張ではない

 「所得格差を解消するには金持ち（富裕な個人や企業）に課税すればよい」は分かり易い主張
（正義論的にも尤もらしい）だが正しい（妥当）？⇒課税の経済効果・・・

 難しい経済を経済学では本質＝大事なところだけに焦点を当てるように「簡単化」・「抽象化」

 抽象化＝汎用性が高い⇔経験＝具体的だが他の人にはそのままでは当てはまり難い

 経済学では数学を多用

 数学＝同じ前提条件（数式が同じ）に立てば、誰が解いても答えは同じ

 主張・結論の客観性を担保（勘や経験だけに頼らない）
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騙されないための経済学

よくあるレトリック
 現状の規範化・理想化＝現行制度の規範的役割を強調（例：公共事業、補助金）

 二元論
＝対論を否定して現状を肯定

 例：市場経済は所得格差を招く。だから政府の介入が望ましい⇒政府も失敗する

 帰無仮説化・挙証責任の回避
＝現状を積極的に否定される事由がない（第3者から提示されない）限り、現状を肯
定

 政策の見直し、ビルドアンドスクラップが困難に
 例：よく分からないから問題ない・・・
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善意ある政策とその帰結

 貧しいヒトへの支援は社会正義に即している
⇒しかし、貧しいヒトが自立する「誘因」を損ねかね
ない
⇒手厚い福祉が手厚い福祉を必要とするヒトを増やし
てしまいかねない＝サマリア人のジレンマ

 善意ある政策が、その意図した帰結をもたらすとは限
らない

 弱者いじめ？⇒福祉の膨張は真に助けるべき人の救済
を困難にしかねない

 誘因＝政策に対する個人の反応⇒「誘因両立的」な制
度設計
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米国の稼得所得税額控除＝低所得勤労
者への給付（2004年）

出所：Blundell and Shephard(2007) 



原因と結果：

 公共政策（例：法人税）の思わぬ波及効果（例：雇用に及ぼす効果）

＝「風吹けば桶屋が儲かる」＝「一般均衡」の視点⇒因果関係の連鎖

 原因に対する選択（例：不況期における買い控え）が選択の原因の原因となる（例：
不況の悪化）

＝「因果応報」＝結果と原因の相互作用

 結果と原因の混乱

＝少子化は問題（財政悪化・経済の低迷）の原因か問題（不安定な若年者雇用・長時間
労働）の結果か？
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経済学が取り組む課題

 本講義では財政を「経済学の視点」で考える
 現状を「把握」する（制度・統計の概観）

「分析」する（理論モデルの構築）
「評価」する（厚生経済学の視点）
「提言」する

 経済の諸問題（デフレ、財政危機、少子高齢化、グローバル化の影響等）の①実態がどの
ようで（＝現状把握）、②何故生じ（＝分析）③何が「問題」で（＝評価）、④どう対処
したらよいのか（＝提言）。

 「把握」－「分析」－「評価」のためのツールを提供＝課題発見
 更に課題解決へ（課題発見だけでは、診断しても治療しない医師のようなもの・・）

14



財政学の手法

 方法論＝理論（論理）ではミクロ経済学を多く活用

 財政赤字・財政政策の分析ではマクロ経済学に依拠

 理論を計量経済学の手法等＝実証（エビデンス）で裏付け

 新しい経済学の展開

 行動経済学＝「合理性」を必ずしも前提にしない個人の選択・行動パターンを分析（例：ナッジ、
プロスペクト理論）

 実験経済学＝教室（ラボ）で被験者を対象に仮想的な状況を設定、理論の仮説を検証（例：個人の
利己性、寄附行為）

 通常の実証分析（計量経済学）では実現したデータ（消費データなど）を利用する一方、実験経済
学ではデータをラボで創造
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経済学の視点
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経済学の視点

 「二元論」を排除する＝「営利」を追求しないことは「社会厚生」の追及を意味しない。
 仮説Ａが間違っていることは仮説Ｂは正しいことを意味しない（両方間違えているか
も・・）

 政策・制度の規範（あるべき論）と実態の区別

 トレード・オフ（費用便益）＝規制（政府の介入）・市場原理のいずれにもメリット・
デメリットがある。

 「印象」・「感覚」で評価・判断しない＝「理論」（ロジックモデル）と「実証」（エ
ビデンス）に基づいて政策判断が必要

 個別（特殊）ケースと一般・平均の区別＝一つの事例が「代表的サンプル」とは限らな
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経済学の視点（その２）18

 規範（あるべき政策）と実証（現実の政策）の区別

⇒現実を実証的に分析し、規範的に評価する
 規範と実証の（意図的）混乱＝現実の政策をその規範的な目的を理由に正当化⇒理念
先行的な政策論

規範 「地方団体が自主的に・・財源の均衡化を図り・・・地方

行財政の計画的な運営を保障することによって、地方自治

の本旨の実現に資する・・」（地方交付税法第一条） 

交付税 

実態 国の政策誘導（公共事業）、地方の財政規律の弛緩 
規範 社会資本の整備、マクロ経済安定化（景気対策）、地方（圏）

の生産性・生活水準の向上 
公共事業 

実態 地方（圏）へのばら撒き、地方の公共事業依存体質の助長 

 


		交付税

		規範

		「地方団体が自主的に・・財源の均衡化を図り・・・地方行財政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資する・・」（地方交付税法第一条）



		

		実態

		国の政策誘導（公共事業）、地方の財政規律の弛緩



		公共事業

		規範

		社会資本の整備、マクロ経済安定化（景気対策）、地方（圏）の生産性・生活水準の向上



		

		実態

		地方（圏）へのばら撒き、地方の公共事業依存体質の助長







規範と実証（実態）19

例
経済主体（民間） 実証（実態） 効用最大化・利潤最大化
政府 規範 機能配分論

最適課税論 等
実証 公共選択論

（政治経済学）

 性悪説？ ⇒経済主体は利己的に振る舞うことを前提
 経済学は利己主義を奨励しているわけではない！

 性善説的経済観⇒個人・企業は規範的に振る舞う（連帯・支えあい、
共助）ことを当然視

 性善説に基づく政策は危険⇒不正行為を助長（例：耐震偽装）



「誘因づけ」の視点

 規範的には所定の資源・予算を「効率的」，「公平」に配分するメカニズムが必要

 「誘因両立性」＝政策目的の実現可能性を担保⇒誘因を織り込んだロジックモデルが
不可欠（＝理論モデルに基づく政策デザイン）

 競争原理・分権化＝誘因づけの手段

 利害当事者（官僚、政治家、利益団体等）の「心がけ」（善意）ではなく、インセン
ティブに働きかける仕組みが必要

 「できない」（＝技術論）と「やりたくない」（＝誘因）は違う！
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経済学の視点

 当事者（例：企業）の視点と経済全体（社会厚生）からの視点
⇒当事者の利益（厚生）の追求が社会的な利益（厚生）の増進に繋がるとは限らない
 「神の見えざる手」の失敗

 経済学の視点＝経済全体からの視点（≠当事者の視点）
 複眼的視野＝現場だけでなく、大所高所の視点が必要！

 当事者の利益≠一国の利益
⇒ 外部性（外部経済、外部不経済）
例：公害・環境破壊、産業廃棄物の押し付け合い（NIMBY)、補助金獲得競争
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例：税の機能と帰結

 税の「経済的帰結」≠建前・意図

 理念（政策的意図）は掲げただけで実現するわけではない⇒その実現の有無は、経済主体
の誘因との両立性に拠る

例：格差是正を掲げた所得税の増税の帰結＝富裕層の流出⇒ 格差是正は実現していない

 課税は個人・企業（経済主体）の意思決定に影響＝誘因効果
 家計の効用最大化
 企業の利潤最大化
⇒需要・供給パターンの変化⇒市場均衡の変化＝税の帰着分析
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出所：税調「金融・経済危機を背景とした欧米諸国における議論」（平成23年11月8日）



課税への反応

 税に対する個人（経済主体）の反応は多層的
 公共選択＝課税の決定⇒有権者として反応
 私的選択＝課税下での経済活動の決定⇒納税者として反応
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納税者の反応 財政への影響 例
公共選
択

課税の趣旨（社会
連帯・応益性）へ
の理解

政府の予算制約（収支）を
勘案

社会保障制度や将来世代の
ためにも消費税増税はやむ
を得ない

私的選
択

自己利益を追求 自分の納税額と社会保障等
公共サービスをリンクさせ
ない

掛け込み需要
課税逃れ（消費の抑制等）



仏「税率75％」避け富裕層脱出

 フランスのオランド政権は所得税の最高税率を75％に大幅に引き上げる増税案
を修正する方向で検討に入った。重い税負担を嫌って富裕層が外国籍を取得す
る「国外脱出」が相次ぐうえ、違憲判決も下ったからだ。

 昨年５月に発足したオランド政権は、富裕層から低所得者への所得再配分を掲
げる。2013年からは２年間の時限措置で年収100万ユーロ（約１億1500万円）
を超える個人の所得税率を、現行の約40％から一気に75％に引き上げる案を示
した。

 企業経営者や富裕層の多くが脱出先に選ぶのが隣国ベルギー。12年中にベル
ギー国籍を申請したフランス人は126人と、前年から倍増した

日本経済新聞2013/1/9
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個人は利己的か？

 経済学では個人は（1）合理的で（2）利己的であることを想定

 合理的＝手元にある情報や知識を最大限活用して判断≠正しい判断
 判断するタイミングで想定できない事象もある
 利己的＝自らの（家族・組織を含めて）利益を追求（最大化）
 消費者・家計＝効用・幸福；企業・生産者＝利益

 誤解
 経済学は利己主義を奨励しているわけではない（利他的な個人も許容）
 利己主義＝悪でもない⇒自立した個人（功利主義）

 利己主義を想定した政策の設計・執行の方が「安全」
 性善説による政策の失敗（例）：耐震偽装・食品偽装など
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財政（公共）に関する誤解

 その1：「市場の失敗」（例：公害）は政府の介入を正当化する。
⇒「政府の失敗」もありうる

 その２：教育・医療等公平に関わるサービスは公共機関（例：国立大学）によって提供され
なくてはならない。

⇒ 民間が提供を担い、公的に規制・補助金を施すことも可能
⇒ 公的生産≠公的供給

 その３：格差は是正されなくてはならない。
⇒格差是正の誘因効果への配慮が必要

 良い格差（＝多様性）と悪い格差（＝機会の不平等）がある

 財政の役割＝市場経済の機能を補完・矯正する⇒格差是正と経済成長の両立
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ゼロサムゲームとプラスサム

 「誰かが儲けることは、誰かに損害を被らせている」ことには必ずしもならない＝経済
活動は「ゼロ・サム・ゲーム」ではない。

 全ての経済主体が利益を得ることも、全ての経済主体が損失をこうむることもありうる。
 例：デフレ経済（賃金は低迷するが、企業の利益も低い）

 とはいえ・・・自分の成功は社会全体の成功と同値ではない。
 経済学（⇒社会の視点）≠ 経営学（ ⇒企業の視点）

 閉鎖経済対開放経済
⇒ 「資源制約」への理解、「一般均衡」の視点、「社会的観点」

 例：企業のリストラと失業対策
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経済学と他の社会科学

会計学
＝商業価値

経済学
＝経済価値

法律
＝建前・形式ベース

経済学
＝実態ベース

社会学
＝個別・事例

経済学
＝平均・代表ケース

経営学
＝オープンシステム

経済学＝閉鎖システム（一般均衡）

政治学
＝ゼロサムゲーム

経済学
＝付加価値の創出
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実証研究
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理論と実証（その１）

 理論＝仮説（例：格差是正は経済成長を促進）を設定⇒実証（＝計量経済学）で
もって仮説が正しいかどうか検証

 回帰式の推計と仮説検定

 実証＝経済の実態を明示（例：グローバル化と経済格差の拡がり）⇒理論モデル
で説明

 経済学では理論と実証のキャッチボール（相互作用）が一般的
 理論と実証は選択するものではなく、両方学ぶべきもの・・・
 実証＝エビデンス、理論＝ロジック
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理論と実証（その2）

 理論＝特定の要因（例：減税が労働供給に及ぼす影響）に着目するため、直接関
連のない他の要因（例：社会構造要因、経済発展度、司法制度など）を「簡単化
のため捨象」

⇒現実のデータには捨象された要因を含む
⇒実証では（理論的仮説とは直接関係ない）捨象された要因を「コントロール」

 コントロール変数の選択が重要！⇒十分にコントロールし切れない部分がかく乱
項に反映される・・

 現実のデータ≠理論的変数
 例：理論上の労働（＝勤労の努力） ≠観察される労働供給（＝労働時間、就労の
有無など）
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理論と実証（その３）

iiii zxy εγβα +++=

iii Xfy ε+= )(
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サンプル
理論モデル

理論モデルでは考慮されない
要因＝かく乱項

統計的に処理＝計量経
済学のテクニック（不均一
分散、同時性、系列相関
等）

特定化：

「簡単化」され
た理論モデル

理論では捨象された構造要因
（例：社会的・経済的特性）

パラメータ（＝αβγ）の推定





出所：社会保障審議会医療保険部会（平成２６年１０月１５日）



出所：経済財政一体改革推進委員会（平成27年10月13日）

参考：医療費の地域間格差の分析

 経済学の視点＝事実確認か
ら分析へ

 高齢化等の要因で説明でき
ない地域差

⇒医療提供体制の効率性に起
因？
例：病床数と医療費の因果関係

 医師（医療機関）誘発需
要？

 病床を埋めるよう患者に入
院を誘導？

 情報・知識以上、医師は患
者に優位≠消費者主権
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図表４：ランダム化比較実験

サンプル集団

介入群＝政策を実施

対照群＝政策を実施しない

パフォーマンス
（例：成績の変化）

介入群 対照群

政策の効果

ランダムに振り分け

ランダム化比較実験（ＲＣＴ）＝

政策の効果を既存のデータから実証するのでなく、
実証できるように政策をデザイン



図表５：不連続回帰デザイン

出所：The Effect of Patient Cost Sharing on Utilization, Health, and Risk Protection
Hitoshi Shigeoka American Economic Review vol. 104, no. 7, July 2014

• 不連続回帰デザイン＝類似し
た集団が異なる制度・政策に
直面したときの行動・効果の違
いを検証

例：
 医療の自己負担は70歳で1割

に（旧制度）
 類似団体＝70歳前後の個人
⇒70歳で受診率が不連続に増加
⇒低い自己負担に反応

https://healthpolicyhealthecon.files.wordpress.com/2015/05/shigeoka.jpg


見える化＝エビデンスを見せる
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内閣府
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経済・財政一体改革」の取組：
「経済財政運営と改革の基本方針2015」より

41

出所：経済財政諮問会議「経済財政一体改革推進委員会」



見える化＝比較
 自治体間のコスト・サービス水準の違いの見える
化

 公共サービス水準が同じでも、コストに相違⇒相
対的にコストの高い地域は「非効率」？

 業務改革（民間委託等）の必要性
 サービス水準の代理変数
 教育＝学力テスト・いじめ件数等
 財政運営に無駄のあるとの情報⇒効率化への圧力
 留意：経済環境の近い地域間＝類似団体間での比
較が有効

地域Ａ 地域Ｂ

コスト

地域Ａの財政運営
の非効率？

財政力指数
(平成19年度～平成21年度）

Ⅰ 0.500以上～1.000未満
神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県、
栃木県、京都府、兵庫県、福岡県、広島県、滋賀県、三
重県、群馬県、岐阜県、岡山県、宮城県

17

Ⅱ 0.400以上～0.500未満
石川県、香川県、長野県、富山県、山口県、福島県、奈
良県、山梨県、福井県、新潟県、愛媛県

11

Ⅲ 0.300以上～0.400未満
北海道、熊本県、大分県、和歌山県、佐賀県、山形県、
青森県、徳島県、岩手県、宮崎県、鹿児島県

11

Ⅳ 0.300未満 長崎県、沖縄県、秋田県、鳥取県、高知県、島根県 6

都道府県類型区分一覧

グループ 団体名 団体数
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出所：厚生労働省（平成28年3月）
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医療費・介護給付費と健康寿命
 都道府県・政令市の健康寿命と一人当たり医療費（市町村国保）は、一定の負の相関が認められる。
 一人当たり介護保険給付費についても負の相関が認められ、特に男性についてその程度が強い。

（備考）厚生労働省「 国民健康保険事業年報」「介護保険事業状況報告（年報）」、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」、「健康寿
命の指標化に関する研究」に基づき作成。
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業務の見える化：自治体間ベンチマーキング
46

要介護認

定事務

①申請受付事務
②主治医意見書事務
③認定調査事務
④認定審査会事務
⑤認定結果事務
⑥更新勧奨事務

介護サー

ビス給付

支給事務

①住宅改修事務
②居宅サービス計画事務
③セルフケアプラン事務
③福祉用具購入費支給
事務
④高額介護サービス事務
⑤各種減額事務
⑥介護給付等適正化事
業

賦課・調

定事務

①当初賦課事務
②更正賦課事務
③随時賦課事務
④減免事務

滞納処理

事務

①欠損処理事務
②収納・滞納繰越
調定事務

督促・催

告事務
①督促・催告事務
②納付推進業務

保険料還

付事務

①還付処理事務
②還付 支払 ・ 充
当・振替事務
③未請求者再通
知事務
④還付未済管理
事務

①消込処理事務
②収入金会計納
付事務
③口座振替事務
④代理納付事務

保険料徴

収事務

介護保険事業の業務体系
大区分 中区分

大区分 中区分
大区分

中区分

出所：町田市



自治体間ベンチマーキング： 比較調査の実施
47

正職 嘱託 臨時 業務コスト 正職 嘱託 臨時 業務コスト

住宅改修事務 5,252 2,976 0 31,747 1,617 0 332 8,229

事前申請処理 3,336 1,637 0 19,581 759 0 0 3,599

事前審査完了通知作成・送付 909 0 0 4,315 261 0 332 1,798

工事後チェック 1,008 1,339 0 7,852 174 0 0 826

支給決定・支給決定通知書作成 249 0 0 1,180

受領委任払登録・変更届出受付 87 0 0 413

正職 嘱託 臨時 業務コスト 正職 嘱託 臨時 業務コスト

6,411 25,318 4,559 96,153 9,301 4,925 448 56,180

認定調査 233 19,511 4,151 52,837 233 1,573 0 4,715

認定調査票作成 117 307 0 1,257 416 1,637 0 5,726

市職調査員調査割当・調整 1,670 0 0 7,925 227 64 0 1,225

市職調査員調査日時等調整 808 0 0 3,832 241 767 0 2,903

市職調査員作成調査票確認・指導 328 1,226 0 4,369 1,821 0 0 8,639

認定調査委託 41 157 0 556 246 144 0 1,497

認定調査委託分調査票等作成 62 1,852 183 4,849 387 177 0 2,242

認定調査委託分調査票等送付 41 1,932 183 4,936 387 177 192 2,565

認定調査委託分調査票等回収 80 0 0 378 226 80 256 1,684

認定調査委託分調査票督促 628 0 0 2,980 228 0 0 1,081

認定調査委託分調査票確認・修正 118 0 0 558 4,055 307 0 19,943

新任認定調査員委託分調査票確認・指導・修正 1,801 333 42 9,379 180 0 0 856

調査員研修 60 0 0 284 654 0 0 3,105

Ｗ市 Ｘ市

業務プロセス

業務プロセス

Ｙ市 Ｚ市

認定調査事務

介護保険事業【小区分】

「住宅改修事務」を業務レベ

ルでみると、「事前申請処

理」、「工事後チェック」の

業務が特に差があることが分

かった。

Fact Finding

「認定調査事務」の業務レベ

ルでみると、Ｙ市は「認定調

査」に力を入れている。

一方、Ｚ市では、工程最後の

調査票の確認・修正業務に多

くの時間を割いている。認定

調査事務全体の業務量は、Ｚ

市はＹ市と比較して４０％程

度の業務量である。

Fact Finding

出所：町田市



評価の基準

48



評価の多面性

 政策・制度の是非は「観点」による⇒観点は多面的
 効率・公平＝規範（あるべき論）に基づく評価

 「資源配分」と「所得分配」
 「資源配分」＝何がどれだけ生産活動に投入されるか
＝何をどれだけ生産・消費すべきか⇒「効率性」による評価

 「所得分配」＝誰にどれだけ経済活動の収益（＝所得）を分配すべきか
⇒「公平」による評価

 公平と効率＝評価の多面性⇒いずれの観点が正しいかではなく、各々の観点からの評価が不可欠
 公平と効率のトレード・オフ

⇒公平（効率）の追求が効率（公平）を損なうケースもある

 ポイント：成果に基づく評価
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効率性
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効率性を理解する

 厳密な定義と直感的な定義

 直感的理解＝資源の最大限有効利用、最も必要な用途に資源を充当した「配分」⇒経
済成長・発展・活性化

 厳密な定義＝「パレート最適」⇒個人の「厚生」をベースにした評価

 「パレート改善」＝実行可能な資源配分の中で全ての個人の厚生を改善する（誰の厚
生を損なうことなく少なくとも1人の厚生を改善する）ことができる「別の」資源配
分が存在。

 パレート効率性（最適）＝パレート改善が実現できない状態

51



効率性＝厚生

 効率性は「厚生」を基準とする⇒経済成長、所得は抽象的な「厚生」を表す
代理変数

 効率性の含意するもの⇒費用の最小化、純便益の最大化

 効率性＝サービスの質を犠牲したコスト・カット、環境を犠牲にした経済成
長ではない！

 「効率性」は結果への評価であって、家計・企業の動機（効用・利潤の追
求）への評価ではない。

 効率性の概念は、個人や企業がどのように振舞うべきかを要請しない。
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何故効率性か？

 効率性重視＝「新自由主義」などイデオロギーの影響？

 資源（労働、資本、天然資源、知識等々）は「有限」（希少）
⇒無駄使いは許されない
⇒希少な資源を最も必要なところに投下することが効率性の追求

 低成長・財政赤字の時代には資源（人材を含む）・予算の希少性が強く意識さ
れる・・・・

 ニーズ（費用対効果）の高い事業から優先的に限られた予算を割当

 無駄な（成果に貢献しない）費用の削減⇒公共サービス等の量的拡充ではなく
質的向上

 成長（＝量的拡大）が当然視できなければ、質的な向上（＝効率化）がより一
層求められることになる。
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参考：小さな政府≠効率的な政府
54

生産可能性フロンティア

民間部門＝市場財

公共部門
＝政府提供財

0

（相対的に）小さくて
効率的な政府

（相対的に）大きく
効率的な政府

小さくて非効
率的な政府

A

B

C

D



評価の多次元性55
 

     例  評価基準 
政策目的 地域間所得再分配 

貧困層支援 
産業振興・経済成長の促進 
経済安定化 

「目的」自体が効率・公平（社会

厚生の増進）に即しているか？ 
 

政策手段 公共事業 
地方交付税・補助金 
生活保護・失業手当 
職業訓練、規制（緩和） 

所定の「目的」を充当する上で、

効率的・公平な「手段」を選択 

政 策 水 準

（程度） 
公共投資水準（＝公共財供給量） 
生活保護の給付水準 
補助金額 

社会的受益とコストを比較 

 
 目的の規範は現行の手段を正当化しない！


		

		　　　　例

		　評価基準



		政策目的

		地域間所得再分配


貧困層支援


産業振興・経済成長の促進


経済安定化

		「目的」自体が効率・公平（社会厚生の増進）に即しているか？






		政策手段

		公共事業


地方交付税・補助金


生活保護・失業手当


職業訓練、規制（緩和）

		所定の「目的」を充当する上で、効率的・公平な「手段」を選択



		政策水準（程度）

		公共投資水準（＝公共財供給量）


生活保護の給付水準


補助金額

		社会的受益とコストを比較







参考：財政再建と効率性

 財政再建は効率性を改善？

 効率性の改善＝「パレート改善」
⇒誰かの厚生を損なうことなく、他の個人の厚生を改善

 財政再建＝増税・給付のカット等、誰かを犠牲にする⇒パレート改善ではない
⇒現状は効率的？

 パレート効率は、「実行可能な資源配分」の間での比較
⇒問われているのは、資源配分の「実行可能性」

 政策の効率性は本来、持続可能性を前提に評価
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参考：「効率性」についての幾つかの分類

 抽象的な効率性概念では政策には使えない・・・

 「パレート最適」の含意を具体化・定量化

（１）技術的効率性＝生産関数上で生産が行なわれている
例：余剰人員（生産に寄与していない）がない

（２）配分効率性＝費用を「最小」にするような投入要素の組み合わせに
なっている

（３）規模（生産と消費）の効率性＝ニーズに比して生産量が最適水準にあ
る

（４）交換効率性＝選好・ニーズに即した個人間での財貨・サービスの配分
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出所：「地方公営企業の効率性に関する研究」（関西経済研究所、2011年5月）

注1：サンプルは全国1,316水道事業者
注2：生産技術は規模に関して収穫が変動する（収穫が逓減したり逓増したりする）ことを認めるVRS
(Variable Return to Scale) を想定

水道事業者
の効率性



効率性あれこれ

効率性 含意

生産サイドの効率性

＝生産効率性

技術的効率性（＝最小投入で最大生産）

配分効率性（＝コストの最小化）

生産と消費の効率性

受益と負担が見合っている（＝費用対効果に優れ
ている）

消費サイドの効率性

交換効率性＝ニーズに応じた配分
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公平性
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公平とは何か？

 公平の概念も多面的

 税負担の公平とは？
－高所得者が高い税金を払うのが公平？
－サービスを受益している人が税金を払うのが公平？

 公的年金の世代間格差は不公平？
 地域間格差は不公平？
 クロヨン（業種による所得補足の違い）は不公平？

 社会厚生関数＝公平性の尺度
 ロールズ型＝マキシミン⇒もっとも効用水準の低い個人に配慮
 ベンサム型＝最大多数の最大幸福⇒効用の合計
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図表１：社会厚生関数

１

個人Ｂの効用

個人Ａの効用

ロールズ型

ー１ 功利主義

中間的な社会厚生関数
同じ社会厚生水準を
与える無差別曲線

個人Ｂの効用
＞個人Ａに効用

個人Ｂの効用
＜個人Ａに効用

),( BA UUWSW =



公平とは何か？(その2)

 消費税は不公平？⇒税の公平感は多面的

 公平感（その１）
 応益原則＝受益に応じた負担（例：利用料、均等割）
 応能原則＝「担税力」（支払い能力）に応じた負担（再分配）
 担税力とは？

 公平感（その２）
 垂直的公平＝所得・富の格差の是正（所得再分配）
 水平的公平＝「均等者均等待遇」
 水平的公平感＝政府の政策以前に同等な厚生水準を得ていた2個人が政策
（例：課税、公共サービス）の結果、厚生水準に格差が生じてはならない
（例：「クロヨン」）。
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公平感の多面性

応能原則 応益原則

個人住民税均等割

（＝住民に一律課税）

低所得層にも同等の負
担を課すので不公平

皆が等しく受益するサービスへ
の負担であれば公平

社会保障の世代間格
差（受益と負担の格
差）

世代間再分配とみなせ
ば受容できるかもしれな
い

負担（社会保険料）に受益（将来
給付）が見合わないので不公平
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社会保険料負担を通じた世代間格差

（出所） 鈴木・増島・白石・森重「社会保障を通じた世代別の受益と負担」（２０１２年１月）

年金・医療・介護全体における生涯純受給率
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（生まれた年）

（生涯純受給率）

経済産業省資料
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水平的不公平：異な所得捕捉率
67

出所：東京都税制調査会「公平な徴収を担保する仕組みに関する資料」（平
成24年7月30日）
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